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みなし相続財産　表紙カバー_A案
●A5版　w148×h210㎜　背 17.5㎜　そで82㎜

複雑化する「みなし相続財産」でもう迷わない！
正確な税務手続きを完全サポート！！

－保険金・退職手当金・定期金・信託受益権－
の基本と課税関係「みなし相続財産」

財産別に基本的な仕組みが
わかる！

財産の受取方法等によって適用が異なる相続
税・贈与税・所得税等の課税関係を、適用条件
や課税額計算例など図や設例を用い解説　

複雑な課税関係・課税方法が
わかる！

図解でわかる

「みなし相続財産」のここがわかる！！POINT

A５判・320頁
定価　本体4,600円＋税
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④　保険金受取人を指定しなかった場合
被相続人自らが被保険者となり、しかも保険金受取人を指定しな

かった場合には、その保険契約約款に従って決することになります

が、特段の事情がない限り民法の規定による法定相続分に応じて分

割することになります。

⑶　保険料負担者と保険金受取人、被保険者、契約者が異なるパター
ン
①　保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

保険料の負担者（被相続人）、被保険者（被相続人）、保険金受
取人（相続人）
死亡保険金は、保険金受取人に支払われます。この場合、保険金

は遺産分割の対象となりませんが、相続税法上は遺産とみなされ相

続税が課税されます。

また、死亡保険金には、後述する「法定相続人数×500万円」の

非課税限度額（非課税枠）の適用があります。

保険料の支払

被保険者　甲
保険金

支払

保険料負担者　甲
保険金受取人　A

被相続人　甲 みなし相続財産

保険会社
（保険者）
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Ａは、被保険者を自己とし、保険金受取人を弟Ｂ、Ｃとする生命

保険契約を締結し、保険料100万円のうち50万円を負担していたが、

交通事故により死亡し、保険金2,000万円をＢ、Ｃがそれぞれ1,000

万円ずつ取得した。保険料の残りの50万円は父甲が負担していた。

Ａはまだ独身であり、配偶者及び子を有していない。Ａの遺族は、

父甲、母乙、弟Ｂ、Ｃの 4人であり、父と母は、Ａの相続に関し、

相続放棄の手続きをした。

Ａ
被相続人

母　乙

Ｂ C

相続放棄 相続放棄父　甲

Ｂ、Ｃがそれぞれ相続により取得したとみなされる保険金等の額

は、Ａが支払った保険料に対応する部分

2,000万円×
50万円
100万円

＝1,000万円のうち、

1,000万円×
1,000万円
2,000万円

＝500万円です。

残りの500万円は、それぞれ、父甲から贈与により取得したもの

とみなされます。

3設 例

3解 答

□公用
□私用
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フリガナ

ご氏名

事務所名

■宛先

第一法規株式会社

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

申　込　書　〈第一法規刊〉

図解でわかる

税みなし相続財産（068577）2020.1 SA

部
申込部数

　［コード068577  ］

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞
検 索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞
詳 細・お申し 込 みはコチラ 第一法規　税みなし相続財産

　●定価 5,060円（本体4,600円）

―保険金・退職手当金・定期金・信託受益権―
「みなし相続財産」の基本と課税関係
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